
※メールでご予約・お問い合わせされる場合は、メール件名の入力　例：「就学相談」と 

　本文に　①お子さまのお名前・生年月日　②通園施設名　③保護者名　④ご連絡先 

⑤診断の有無（有の場合詳細記入）の記載をお願いいたします。 

 

広川町教育委員会　子ども課　学校教育係　（広川町役場２階）

令和８年度　年長児の保護者の方へ 

広川町教育委員会  

 
 

就学相談のご案内
 

広川町では、発達で気になること等で特別な教育的支援が必要なお子さんを対象に、 
就学についての相談を行っています。お子さんにとっての望ましい就学先や、通常の学級

で必要な支援について、保護者の方と一緒に考えていきます。 

 

☆年間スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　※行事は令和８年４月時点の予定となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学相談のご予約・お問い合わせ先 

□〔　電話：０９４３－３２－１１９４　〕 

✉〔　メール：gakkoukyouiku@town.hirokawa.lg.jp 〕

 
４月 就学相談の受付開始 １０月

就学時健康診断① 

（内科・歯科・視力検査・面談 等）

 

５月

町内幼・保育園へ巡回① 

（広川町の巡回相談チームが 

各園を巡回します。）

１１月

広川町教育支援委員会 

（医師・学識経験者・特別支援学級 

担当者等で構成される会議の中で、 

適切な就学先について審議します。

 
６月 就学相談の受付締切 １２月 就学先の決定

 
７月 就学相談（面談等）実施 １月 入学説明会

 
８月 町内幼・保育園へ巡回② ２月

就学時健康診断② 

(心電図検査・聴力検査 等)

 
９月 学校見学・面談 ３月

こんな心配ごとがあれば、ご相談ください。 

・買い物に行ったときによく迷子になる。　　　・決まりごとや約束が守れない。 

・ことばが遅いような気がする。　　　　　　　・落ち着きがなく、少しも目が離せない。 

・指しゃぶりがなかなかなおらない　　　　　　・ひとり遊びが多く、友達と遊ばない。 

 

保育園や幼稚園で集団生活を送る中で、小学校就学に向けて気になることがあれば、 

広川町教育委員会　学校教育係にご相談下さい。 

※就学相談申込み期間外の場合は下記お問い合わせ先までご相談下さい。


